
  

一 

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
百
二
十
七
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
社
外
取
締
役
の
設
置
義
務
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
監
査
役
会
設
置
会
社
（
公

開
会
社
で
あ
り
、
か
つ
、
大
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
を
「
特
定
監
査
役

会
設
置
会
社
」
に
改
め
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
特
定
社
外
取
締
役
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の

規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
 

監
査
役
会
設
置
会
社
（
公
開
会
社
で
あ
り
、
か
つ
、
大
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
二

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
（
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
監
査
役
会
設
置
会
社
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
次
項

及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
十
九
号
の
二
に
お
い
て
「
特
定
社
外
取
締
役
設
置
会
社
」
と
い
う
。
）
に
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
社
外
取
締
役
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

取
締
役
の
数
が
十
人
以
上
で
あ
る
も
の 

二
人
以
上 



 

二 

 
二 

取
締
役
の
数
が
五
人
以
上
九
人
以
下
で
あ
る
も
の 

一
人
以
上 

２ 
特
定
社
外
取
締
役
設
置
会
社
以
外
の
監
査
役
会
設
置
会
社
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
特
定
社

外
取
締
役
設
置
会
社
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
監
査
役
会
設
置
会
社
に
つ
い
て
は
、
特
定
社
外
取
締
役
設
置
会
社

と
な
っ
た
日
以
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。 

 

第
三
百
三
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

７ 

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
う
ち
、
公
開
会
社
で
あ
り
、
か
つ
、
大
会
社
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
、
取
締
役
の
数
が
十
人
以
上
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
」
と
い
う
。
）
に
お
け

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
人
」
と
す
る
。 

８ 

第
三
百
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
特
定
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
以
外
の
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
が
金
融
商

品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出



  

三 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
特
定
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
三
百
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
百
三
十
一
条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

 

第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
九
の
二 

特
定
社
外
取
締
役
設
置
会
社
で
あ
る
と
き
（
第
三
百
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
旨
及
び
取
締
役
の
う
ち
社
外
取
締
役
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
社
外
取
締

役
で
あ
る
旨 

 

第
九
百
七
十
六
条
第
十
九
号
の
二
中
「
第
三
百
三
十
一
条
第
六
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。 



 

四 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
株
式
会
社
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
会
社
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

定
款
の
認
証
を
受
け
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
成
立
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
会

社
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
百
三
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項

並
び
に
第
九
百
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
関
す
る
定
時
株
主
総
会
の

終
結
の
時
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
会
社
に
関
す
る
新
法
第
三
百
二
十
七
条
の
二
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
場
合
（
特
定
社
外
取
締
役
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項

の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
場
合
」
と
す
る
。 

（
検
討
） 

第
三
条 

政
府
は
、
新
法
の
施
行
の
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
株
式
会
社
の
経
営
に
対
す
る
取
締
役
に
よ

る
監
督
の
機
能
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
、
社
外
取
締
役
に
関
し
、
そ
の
設
置
を
義
務
付
け
る
株
式
会
社
及
び
そ
の
人
数
、
多

様
な
人
材
の
採
用
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  

五 

（
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
五
条
を
削
る
。 





  

七 

理 

由 

 

最
近
の
我
が
国
に
お
け
る
株
式
会
社
の
不
祥
事
の
実
態
に
鑑
み
、
企
業
統
治
の
一
層
の
強
化
を
図
る
た
め
、
公
開
会
社
か
つ

大
会
社
で
あ
る
監
査
役
会
設
置
会
社
で
あ
っ
て
そ
の
株
式
を
上
場
し
て
い
る
も
の
等
の
う
ち
取
締
役
の
数
が
五
人
以
上
で
あ
る

も
の
に
対
し
て
社
外
取
締
役
の
設
置
を
義
務
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


